
融資希望者
(施工主)

遠野市排水設備等工事資金融資に係る利子補給制度 手続の流れ

金融機関

⑧利子補給内定通知書

⑫利子補給決定通知書

検査証受領

⑦審査意見を付して
申込書を市に回付

利子補給決定通知書
（写し）受理

⑮資金を貸付け

⑥資金融資申込書を金融機関に提出
（請負事業者が代行）

⑪工事完了検査証

⑩工事完了届

⑤排水設備計画
確認通知書

④排水設備計画
確認申請書

⑨工事着工

各金融機関に払込み

遠野市
上下水道課

工事指定店または
浄化槽工事事業者

検討②見積提出

申請書受理・審査

申込書受理・審査

申込書受理・審査

工事完了検査実施
完了届受理

①見積依頼

申込書

⑱利子補給補助金

利子補給内定通知書
（写し）受理

請負事業者
経由

⑬決定通知書受領

⑯融資資金償還開始(10年以内)

⑰償還状況を年２回
（10月・翌年４月）
報告、補助金交付請求

③工事依頼

金融機関に決定通知書を持参

⑭施工主と金融機関が資金融資契約を締結

排水設備工事指定店
浄化槽工事事業者

資金融資申込みには連帯保証人１名が必要


